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危機対応業務の根拠（株式会社日本政策金融公庫法） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一～三 （略） 
四   特定資金 内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処する
ために必要な資金であって政令で定めるものをいう。  

五   危機対応業務 特定資金の貸付け、特定資金に係る手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受け、特定

資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は特定資金に係る貸付債権の全部若し
くは一部の譲受け（以下「特定資金の貸付け等」という。）のうち、公庫からの信用の供与を受けて行うものをいう。 

 

第十一条  公庫は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。  

一～六 （略）  

２  公庫は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等
を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者（以下「指定金融機関」という。）が危機対応業務を行うこと
が必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。  

一  指定金融機関に対し、特定資金の貸付け等に必要な資金の貸付けを行うこと。  

二  指定金融機関が行う特定資金の貸付け等に係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合

において、その債権者である指定金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てんを行う
こと。  

三  前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

３  公庫は、前二項に規定する業務のほか、その目的を達成するため、指定金融機関が行った特定資金の貸付
け等であって前項第一号又は第二号に掲げる業務に係るものについて、当該指定金融機関に対し利子補給金を
支給する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。 

 

第二十二条  主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行うときは、当該認定の対象となるべき指定金

融機関の危機対応業務及び公庫の危機対応円滑化業務について、対象とすべき事案、実施期間その他これらの
業務の実施に関して必要な事項として主務省令で定める事項を定めなければならない。  
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（目的） 
第一条 株式会社商工組合中央金庫（以下本則において「商工組合中央金庫」という。）は、その完全民営化の実現に向けて経営
の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金
融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。 

 

附 則 
 

（この法律の廃止その他の必要な措置） 
第二条 政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成十八年法律第四十七号）第六条第二
項の規定に基づき、その保有する株式会社商工組合中央金庫の株式（以下「政府保有株式」という。）について、株式会社商工組
合中央金庫の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその処分を図り、できる限り早期にその全部を処分するも
のとする。 

２ 政府は、政府保有株式の全部を処分したときは、直ちにこの法律を廃止するための措置を講ずるとともに、株式会社商工組合中
央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能の根幹が維
持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（危機対応業務の実施の責務） 
第二条の二 株式会社商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、当分の間、株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法
律第五十七号）第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第五号に規定する
危機対応業務（以下「危機対応業務」という。）を行う責務を有する。 

 

（株式の政府保有） 
第二条の三 政府は、当分の間、指定金融機関（株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する指定金融機関をいう。
附則第二条の六第一項において同じ。）に係る制度の運用の状況、同項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫
に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基
盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫が
危機対応業務を的確に実施するために必要な株式を保有していなければならない。 

 

（適正な競争関係の確保） 
第二条の五 株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻
害することのないよう特に配慮しなければならない。 

株式会社商工組合中央金庫法（平成１９年法律第７４号）関係規定 
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